
○公益財団法人千賀法曹育英会奨学金貸与等返還規定 

 

制  定 平成２２年７月１６日 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は，公益財団法人千賀法曹育英会（以下「育英会」という。）

が貸し付ける学資（以下「奨学金」という。）の貸与等及び返還について，必

要な事項を定めるものとする。 

（奨学生の資格） 

第２条 育英会が奨学金を給与及び貸与（給与・貸与を併せて以下「貸与等」

という。）を受ける者（以下「奨学生」という。）は，次の各号の要件を備え

ていなければならない。 

 （１）法科大学院に在学する者であること。 

 （２）向学心に富みながら，経済的理由により修学が困難な者であること。 

（募 集） 

第３条 奨学生の募集は，第２条の者に対して行う。 

（申込手続） 

第４条  奨学金の貸与等を希望する者は，所定の奨学生申込書及び確認書に育

英会が別に定める関係書類を添付し育英会に提出するものとする。 

（奨学生の選考及び採用） 

第５条 育英会は，前条により提出された奨学生申込書等を審査し，選考委員

会の議を経て奨学生の採否を決定したうえ申込者に通知する。 

（奨学金の年額と期間） 

第６条  奨学金の年額は，１２０万円（そのうち給与金３６万円・貸与金７４   

万円）とする。 

２ 奨学金の貸与等の期間は，１年又は２年間とする。ただし，特別の事情が

あると認められるときは，理事長が別に定める。 

（奨学金の貸与等） 

第７条  奨学金は，毎月末日に１０万円を奨学生の銀行口座に振込の方法で支

払う。ただし，特別の事情があるときは，これによらないことができる。 

（奨学生の異動届出） 

第８条  奨学生は，次の各号に該当するときは，育英会に直ちに届け出なけれ

ばならない。 

 （１）休学，退学したとき。 

 （２）連帯保証人を変更するとき，又はこれらの氏名，住所に変更があった

とき（印鑑登録証明書を添付するものとする。）。 

 （３）奨学生の氏名，住所その他重要な事項に変更があったとき。 

（奨学金の貸与等の休止） 

第９条  奨学生が次の各号の一に該当するときは，奨学金の貸与等を休止する

ことがある。 

（１） 休学したとき。 

（２）その他奨学生として適当でない事実のあったとき。 



２ 奨学金の全文貸与等を休止する期間は，その事実の発生した日から終了し

た日までの期間とし，その期間中にある振込予定の奨学金の貸与等を休止す

る。 

（奨学金の貸与等の廃止） 

第１０条 奨学生が次の各号の一に該当するときは，奨学金の貸与等を廃止す

ることがある。 

 （１）第２条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。 

 （２）その他奨学生として適当でない事実のあったとき。 

２ 奨学金の貸与等を廃止する始期は，その事実の発生した日からとし，発生

日以降の振込予定の奨学金の貸与等を廃止する。 

（借用証書の提出） 

第１１条 奨学生は，奨学金の貸与等期間が終了したとき，又は退学等により

奨学金の貸与等を廃止されたときは，在学中貸与等を受けた奨学金の全額に

ついて，連帯保証人と連署・捺印のうえ，所定の奨学金借用証書（以下「借

用証書等」という。）を育英会に直ちに提出しなければならない。 

２ 奨学生が死亡したときは，これを証する書類を添えて連帯保証人が提出す

るものとする。 

３ 育英会は，別に定めた日までに借用証書等を提出しないときは，奨学金の

貸与等総額を一括して返還するよう命ずることができる。 

（奨学金の返還） 

第１２条 奨学金のうちの貸与金は，無利息とし，司法研修所卒業又は法科大

学院卒業後２年経過した月のいずれか早い月から起算して６ヶ月を経過した

後，年賦，半賦又は月賦のいずれかにより返還しなければならない。ただし，

特別の事情があるときは，育英会が指定する別の返還方法について承認を受

け，その承認された方法で返還することができる。 

２ 奨学金の貸与等を受け，その奨学金を返還する義務を有する者（以下「借

用人」という。）又はその連帯保証人（以下「借用人等」という。）が，奨学

金の返還を長期間にわたって怠る等著しく延滞したときは，通知・催告をせ

ず第１項の期限の利益を喪失し，育英会は，借用人等に対し，直ちに返還未

済額の全部の返還を請求することができる。 

（返還の猶予） 

第１３条 借用人が，次の各号の一に該当するときは，願い出により奨学金の

返還を猶予することができる。 

 （１）災害又は傷病によって返還が困難となったとき。 

 （２）その他やむを得ないと認められる事由によって返還が困難となったと

き。 

 （３）前条第 1項のただし書きの方法により返還する場合。 

（返還金の減免） 

第１４条 奨学生が死亡したとき，又は借用人が次の各号の一に該当するとき

は，願い出により返還金の全部又は一部を減免することができる。なお，借

用人が願い出できないときは，連帯保証人から願い出ることができる。 

 （１）死亡したとき，又は身体若しくは精神の障害により労働能力を喪失し



又は労働能力に高度の制限を受け，将来に渡って返還の見込みがない

と認められるとき。 

 （２）その他やむを得ない事由により，将来に渡って返還の見込みがないと

認められるとき。                

２ 前項の規定により減免するときは，借用人等が前項に該当し，かつ連帯保

証人が返還する事が困難であると認められるときとする。 

３ 育英会は，奨学生又は借用人等が返還金の減免を願い出る状態になく，育

英会が前項の事実の確認ができたときは，返還金の減免をすることができる。 

（延滞金） 

第１５条 借用人等が奨学金の返還を延滞したときは，延滞金を徴収するもの

とする。 

２ 前項に規定する延滞金の額は，その返還を延滞している奨学金の額に５パ

ーセントの割合を乗じて計算した金額とする。 

（借用人の異動届出） 

第１６条 借用人が次の各号の一に該当するときは，直ちにその旨を育英会に

届け出なければならない。ただし，借用人が傷病その他の自己により届け出

ることができないときは，連帯保証人から届け出なければならない。 

（１）氏名，住所，勤務先その他借用証書記載事項に変更があったとき。 

（２）連帯保証人を変更するとき，又はこれらの氏名，住所に変更があったと

き（印鑑登録証明書を添付するものとする。）。 

（実施細目） 

第１７条 この規定の実施について必要な事項は，理事長が別に定める。          


